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【公開日】平成20年1月24日(2008.1.24)
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【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｋ  19/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  19/07     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｋ  19/00    　　　Ｔ
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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月22日(2010.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも第１モードと第２モードとにより動作可能なデバイスに係るＲＦＩＤ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）タグを制御する方法であ
って、
　デバイスの動作モードを決定するステップと、
　前記動作モードを決定するステップで、前記デバイスが前記第１モードにより動作して
いると決定されると、前記ＲＦＩＤタグからの信号の送信を受け付け、前記デバイスが前
記第２モードにより動作していると決定されると、前記ＲＦＩＤタグからの信号の送信を
受け付けないステップと、
を有する方法。
【請求項２】
　前記受け付けないステップは、前記デバイスが前記第２モードにより動作しているとき
、前記ＲＦＩＤタグの電力を中断するステップを有する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記デバイスが前記第１モードにより動作しているとき、前記ＲＦＩＤタグから信号を
送信するステップをさらに有し、
前記送信するステップは、
　前記ＲＦＩＤタグにおいて、ＲＦＩＤタグ信号送受信用リーダーからの問い合わせ信号
を受信するステップと、
　前記問い合わせ信号に応答して、前記問い合わせ信号から取得したエネルギーを用いて
前記ＲＦＩＤタグから信号を送信するステップと、
を有する、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記ＲＦＩＤタグ信号送受信用リーダーは、前記問い合わせ信号の送信後、予め設定さ
れた待機時間内に前記ＲＦＩＤタグからの応答信号を受信したか否かに応じて、前記ＲＦ
ＩＤタグの機能有効化又は無効化を決定する、請求項３記載の方法。
【請求項５】
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　前記ＲＦＩＤタグ信号送受信用リーダーは、前記応答信号の受信結果に基づき決定され
た前記デバイスの動作モードに応じてアクションを決定する、請求項４記載の方法。
【請求項６】
　ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）タグを
有するデバイスであって、
　当該デバイスの動作モードを決定し、当該デバイスが第１モードにより動作していると
決定すると、前記ＲＦＩＤタグからの信号の送信を受け付け、当該デバイスが第２モード
により動作していると決定すると、前記ＲＦＩＤタグからの信号の送信を受け付けないよ
う構成されるコントローラ装置をさらに有するデバイス。
【請求項７】
　前記コントローラ装置は、当該デバイスが前記第２モードにより動作しているとき、前
記ＲＦＩＤタグの電力を遮断するよう構成される、請求項６記載のデバイス。
【請求項８】
　前記ＲＦＩＤタグは、当該デバイスが前記第１モードにより動作しているとき、信号を
送信するよう構成され、
前記ＲＦＩＤタグは、
　ＲＦＩＤタグ信号送受信用リーダーから問い合わせ信号を受信し、
　前記問い合わせ信号からエネルギーを取得し、
　前記問い合わせ信号に応答して、前記問い合わせ信号から取得されるエネルギーを用い
て前記信号を送信する、
よう構成される、請求項６記載のデバイス。
【請求項９】
　前記ＲＦＩＤタグ信号送受信用リーダーは、前記問い合わせ信号の送信後、予め設定さ
れた待機時間内に前記ＲＦＩＤタグからの応答信号を受信したか否かに応じて、前記ＲＦ
ＩＤタグの機能有効化又は無効化を決定する、請求項８記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記ＲＦＩＤタグ信号送受信用リーダーは、前記応答信号の受信結果に基づき決定され
た当該デバイスの動作モードに応じてアクションを決定する、請求項９記載のデバイス。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　図１は、本発明の一実施例を搭載したシステム１００の簡単化されたブロック図を示す
。図１に示されるように、システム１００は、ＲＦＩＤタグ信号送受信用リーダー（又は
センサ）１０２と、ＲＦＩＤタグ１０６を有するデバイス１０４とから構成される（以降
、ＲＦＩＤタグ信号送受信用リーダーは、説明の簡単化のため、単に「リーダー」と呼ぶ
）。リーダー１０２は、ＲＦＩＤタグから送信される信号（無線周波数信号など）を受信
可能な任意の装置であってもよい。いくつかの実施例では、リーダー１０２は、質問ＲＦ
信号を１以上のＲＦＩＤタグに送信するよう構成される。例えば、リーダー１０２は、送
信機を用いてＲＦ問い合わせ信号１１２をＲＦＩＤタグ１０６に送信し、受信機を用いて
問い合わせ信号に応答して、ＲＦＩＤタグ１０６により送信される応答信号１１４を受信
する。リーダー１０２は、ＲＦ信号の送受信を実現するアンテナを有する。
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